
浪速区役所附設会館（浪速区民センター）使用料減免規程 

 

制  定 平成１８年４月 １日 

最近改正 平成２８年４月 １日 

 

大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱（以下「要綱」という。）第４

条において読み替えて準用する第３条に基づき、浪速区役所附設会館（以下「区民セ

ンター」という。）使用料について次のとおり減免規程を定めるものとする。 

 

（減免基準） 

第１条 区民センターの使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。 

２ 使用料を免除することができる場合 

(1) 地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体、社会

教育関係団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政・区政に寄与すると

認められるもののために区民センターを使用するとき。（別表１） 

 (2) 区役所が事務及び事業を実施するため、並びに区役所附設会館の指定管理者（以

下「指定管理者」という。）がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するた

め、会館を使用するとき。 

３ 使用料を減額することができる場合 

地域活動協議会等の各種団体が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要が

あると認められるもののため会館を使用するとき。この場合における減額率は、所

定の使用料の２割とする。（別表２） 

４ 附属設備使用料についても、第２項及び第３項準じて免除又は減額することがで

きるものとする。 

 

（減免基準に疑義がある場合の処置） 

第２条 指定管理者は、前条の基準について疑義がある場合は、区長に協議するものと

する。 



（減免手続） 

第３条 使用料の免除又は減額を受けようとするものは、所定の様式による使用料減免

申請書を提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の使用料減免申請書を受理したときは、要領及び本規定に基づ

き、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとす

る。  

 

附 則 

この規程による使用料の減免及び減免措置は、平成１８年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程による使用料の減免及び減免措置は、平成２０年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程による使用料の減免及び減免措置は、平成２１年４月２３日から実施する。 

附 則 

この規程による使用料の減免及び減免措置は、平成２２年８月２７日から実施する。 

附 則 

この規程による使用料の減免及び減免措置は、平成２４年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年２月２６日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年９月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 



＜別表１＞

番 号 免 除 団 体 等 目 的

１ 難波元町地域活動協議会
市政・区政に寄与する行事又は集会
等

２ 立葉地域活動協議会
市政・区政に寄与する行事又は集会
等

３ 幸町地域活動協議会
市政・区政に寄与する行事又は集会
等

４ 塩草地域活動協議会
市政・区政に寄与する行事又は集会
等

５ 浪速地域地域活動協議会
市政・区政に寄与する行事又は集会
等

６ 大国地域活動協議会
市政・区政に寄与する行事又は集会
等

７ 敷津地域活動協議会
市政・区政に寄与する行事又は集会
等

８ 恵美地域活動協議会
市政・区政に寄与する行事又は集会
等

９ 新世界地域活動協議会
市政・区政に寄与する行事又は集会
等

１０ 日東地域活動協議会
市政・区政に寄与する行事又は集会
等

１１ 日本橋地域活動協議会
市政・区政に寄与する行事又は集会
等

１２ 浪速区地域振興会（赤十字奉仕団）
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

１３ 浪速区民生委員協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

１４ 浪速区社会福祉協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

１５ 浪速地区保護司会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

１６ 浪速区更生保護女性会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

１７ 浪速区老人クラブ連合会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

１８ 浪速区遺族会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

１９ 浪速区母と子の共励会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等



番 号 免 除 団 体 等 目 的

２０ 浪速区選挙管理委員会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

２１ 浪速区商店会連盟
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

２２ 浪速区小売市場連合会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

２３
淀川左岸水防事務組合防潮筋
浪速区防潮本部

区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

２４ 浪速区PTA協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

２５ 浪速区歴代PTA会長会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

２６ 浪速区体育厚生協会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

２７ 浪速区スポーツ推進委員協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

２８ 浪速区青少年指導員連絡協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

２９ 浪速区こども連合協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

３０
浪速区花と緑のまちづくり
推進委員会

区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

３１
社会を明るくする運動浪速区
実行委員会

区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

３２
「交通事故をなくす運動」
浪速区推進本部

区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

３３ 浪速区安全なまちづくり推進協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

３４ 大阪市生涯学習推進員浪速区連絡会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

３５ 成人の日記念のつどい実行委員会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

３６ 浪速区青少年育成推進協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

３７ 浪速区身体障害者福祉協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

３８
大阪市企業人権推進協議会
浪速区支部

区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

３９ 浪速区人権啓発推進協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等



番 号 免 除 団 体 等 目 的

４０ 浪速区人権・同和教育推進協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

４１ （社）浪速区医師会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

４２ 浪速区歯科医師会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

４３ 浪速区薬剤師会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

４４ 浪速区学校歯科医会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

４５ 浪速区学校薬剤師会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

４６ 浪速区学校保健協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

４７ 浪速区適正就学推進委員会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

４８ 浪速区納税貯蓄組合連合会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

４９ 浪速防犯協会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

５０ 浪速防火協力会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

５１ 浪速区青少年福祉委員連絡協議会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

５２
一般財団法人大阪市コミュニティ協会
浪速区支部協議会

区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

５３ 公益社団法人浪速納税協会
区単位で市政・区政に寄与する行事
又は集会等

５４ その他区長が必要と認める団体



＜別表２＞

番 号 免 除 団 体 等 目 的

１ 浪速区地域振興会（赤十字奉仕団）
連合振興町会・振興町会の主催する
もの

２ 浪速区民生委員協議会 地区委員会の主催するもの

３ 浪速区社会福祉協議会 地域社協の主催するもの

４ 浪速区老人クラブ連合会 校下単位の主催するもの

５ 浪速区遺族会 校下単位の主催するもの

６ 浪速区PTA協議会 校下単位の主催するもの

７ 浪速区商店会連盟 単位商店会の主催するもの

８ 浪速区小売市場連合会 単位市場の主催するもの

９ その他区長が必要と認める団体


